
【概要版】⼗和⽥市国⼟強靱化地域計画（改定）

 住⺠の命を守ることを最優先に、⼤規模⾃然災害が発⽣しても機能不全に陥らず、迅速な
復旧・復興が可能な強靱な地域づくりを推進するため、令和３年３⽉に本計画を策定しま
した。

 令和７年度をもって計画期間が満了するため、令和８年度からの５年間の計画として本計
画を改定しました。

 令和３年３⽉に計画を策定後、上位計画・関連計画に改定が⾏われたため、最新の状況に
反映しています。
 国⼟強靱化地域計画策定・改定ガイドライン（第２版）（内閣府、令和５年１０⽉）
 ⻘森県国⼟強靱化地域計画（⻘森県、令和４年４⽉）
 ⼗和⽥市各種計画（総合計画、地域防災計画など）

⾒直しの経緯

主な⾒直し内容

① 事前に備えるべき⽬標
 「国⼟強靱化地域計画策定・改定ガイドライン（第２版）」を踏まえ、事前に備えるべき

⽬標を７項⽬から６項⽬に設定しました。

１ ⼈命の保護が最⼤限図られること

２ 救助・救急、医療活動等が迅速に⾏われること

３ 必要不可⽋な⾏政機能と情報通信機能を確保
すること

４ 経済活動を機能不全に陥らせないこと

５ 必要最低限のライフライン等を確保するととも
に、これらの早期復旧を図ること

６ 重⼤な⼆次災害を発⽣させないこと

７ 地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件
を整備すること

１ あらゆる⾃然災害に対し、直接死を最⼤限防ぐ

２ 救助・救急、医療活動等が迅速に⾏われると
ともに、被災者等の健康・避難⽣活環境を確
実に確保することにより、関連死を最⼤限防ぐ

３ 必要不可⽋な⾏政機能は確保する

４ 経済活動を機能不全に陥らせない

５ 情報通信サービス、電⼒等ライフライン、燃
料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害
を最⼩限に留めるとともに、早期に復旧させる

６ 地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿
で復興できる条件を整備する

② リスクシナリオ
 国⼟強靱化地域計画策定・改定ガイドライン（第２版）及び⻘森県国⼟強靱化地域計

画を踏まえ、起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を設定しました。（３
ページ参照）

③ 脆弱性評価結果に基づく対応⽅策
 リスクシナリオを回避するために、今後必要となる施策について、⻘森県国⼟強靱化

地域計画及び全庁調査の結果を踏まえ、対応⽅策及びKPIを整理しました。

④ その他
 ⼗和⽥市地域防災計画を踏まえ、対象とする⾃然災害の被害想定を更新しました。
 地域の特性や気象状況、近年発⽣した⾃然災害等の時点更新を⾏いました。
 読みやすさなどを考慮して、計画全体のデザインを⾒直しました。
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基本⽬標
（１） ⼈命の保護が最⼤限図られること
（２） ⾏政及び地域社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること
（３） 市⺠の財産及び公共施設に係る被害の最⼩化
（４） 迅速な復旧・復興

計画策定の趣旨

 ⼤規模災害等が発⽣しようとも、致命的な被害を負わない「強さ」と、迅速な復旧・復興
を可能とする「しなやかさ」を備えたまちづくりを推進するため、⼗和⽥市国⼟強靱化地
域計画を策定

 計画期間︓令和8（2026）年度〜令和12（2030）年度までの5年間

想定するリスク

計画の推進

 本計画の推進にあたり、国・県・周辺市町村等とも連携を図り、施策を実施
 本計画に基づく取り組み状況を適切に把握し、各施策を推進するために、PDCAサイクル

による進捗管理
 社会情勢や想定する⾃然災害リスクの変化、災害発⽣状況、国や県の強靱化に対する⽅針

や施策の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて計画の⾒直し

脆弱性評価

第１章

基本的な考え⽅

脆弱性評価結果に基づく対応⽅策

 脆弱性評価結果を踏まえ、今後必要となる対応⽅策を整理
 重点化すべき対応⽅策を検討

１．道路施設の防災対策
２．避難場所の指定・確保
３．防災意識の啓発・地域防災⼒の向上
４．避難⾏動⽀援

 ⼤規模⾃然災害等による被害を回避するための対策（施策）や、社会経済システムの現状
においてどこに問題があるかを把握するため、脆弱性評価を実施

 地震・⾵⽔害・⽕⼭災害・豪雪災害を想定
 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を設定（次ページ参照）

５．⽀援物資等の供給体制の確保
６．下⽔道施設の防災対策
７．エネルギー供給体制の強化
８．⽔道施設の防災対策

第２章

第３章

第４章

第５章

第６章

【想定】
対象とする⼤
規模⾃然災
害等を想定

【設定】
事前に備えるべき⽬
標と、起きてはならな
い最悪の事態（リス
クシナリオ）を設定

【脆弱性評価】
起きてはならない最悪の事態を回
避するための施策を整理し、施策
の達成度や進捗状況を踏まえ、
現状の脆弱性を分析・評価

脆弱性

評 価

結 果
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２ 計画の概要について
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⽬標1 あらゆる⾃然災害に対し、直接死を最⼤限防ぐ

地震等による建築物の倒壊や住宅密集地における⽕災による死傷者の発⽣1-1

異常気象等による広域的かつ⻑期的な市街地の浸⽔や河川の⼤規模氾濫1-2

⽕⼭噴⽕や⼟砂災害等による多数の死傷者の発⽣1-3

暴⾵雪や豪雪による重⼤事故や交通途絶等に伴う多数の死傷者の発⽣1-4

情報伝達の不備、⿇痺、⻑期停⽌や防災意識の低さ等による避難⾏動の遅れ等に伴う多数の死傷者の発⽣1-5

ため池、ダム、防災インフラ、天然ダム等の損壊・機能不全による⼆次災害の発⽣1-6

⽬標2 
救助・救急、医療活動が迅速に⾏われるとともに、被災者等の健康・避難⽣活環境を確実に確保することにより、関連死を最⼤限防ぐ

被災地での⾷料・飲料⽔・燃料等、⽣命に関わる物資・エネルギー供給の⻑期停⽌2-1

多数かつ⻑期にわたる孤⽴地域等の同時発⽣2-2

⾃衛隊、警察、消防、海保等の被災等により救助・救急活動等が実施できない事態2-3

救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の⻑期途絶2-4

想定を超える⼤量かつ⻑期にわたる帰宅困難者（観光客等）の発⽣・混乱2-5

医療施設及び関係者の絶対的不⾜・被災、⽀援ル⼀トの途絶による医療機能の⿇痺2-6

被災地における疾病・感染症等の⼤規模発⽣2-7

劣悪な避難⽣活環境、不⼗分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・死者の発⽣2-8

⽬標3 必要不可⽋な⾏政機能は確保する

⾏政機関の職員・施設等の被災による⾏政機能の⼤幅な低下3-1

防災・災害対応に必要な通信インフラ及び情報サービスの⿇痺・⻑期停⽌3-2

⽬標4 経済活動を機能不全に陥らせない

サプライチェーンの⼨断等による経済活動の停滞4-1

社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停⽌4-2

基幹的交通ネットワ⼀クの機能停⽌4-3

⾷料等の安定供給の停滞4-4

有害物質の⼤規模流出・拡散4-5

農地・森林等の荒廃による被害の拡⼤4-6

⾵評被害等による地域経済等への甚⼤な影響4-7

⽬標5 
情報通信サービス、電⼒等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最⼤限に留めるとともに、早期に復旧させる

電気・⽯油・ガス等のエネルギー供給機能の⻑期停⽌5-1

上⽔道等の⻑期間にわたる機能停⽌5-2

汚⽔処理施設等の⻑期間にわたる機能停⽌5-3

幹線道路等の基幹インフラや地域交通ネットワ⼀クが分断する事態5-4

防災インフラの⻑期間にわたる機能不全5-5

⽬標６ 地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する

⼤量に発⽣する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が⼤幅に遅れる事態6-1

道路啓開等の復旧・復興を担う⼈材等の不⾜により復旧・復興が⼤幅に遅れる事態6-2

地域コミュ⼆ティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が⼤幅に遅れる事態6-3
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起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）


